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神奈川県議会会議規則 【参考】標準都道府県議会会議規則 

神奈川県議会会議規則 

 

目次 （略） 

 

第１条～第９条 （略） 

 

標準都道府県議会会議規則 

 

目次 （略） 

 

第１条 （略） 

 

（欠席の届出） 

第10条 議員は、公務、病気、出産、育児、

介護その他のやむを得ない事由により、会

議又は委員会に出席することができない

ときは、あらかじめその理由と日数を記載

した欠席届を議長又は委員長に提出しな

ければならない。 

２ （略） 

 

（欠席の届出） 

第２条 議員は、公務、疾病、出産（配偶者

の出産を含む。）、育児、介護、看護その

他のやむを得ない事由のため出席できな

いときは、その理由を付け、当日の開議時

刻までに議長に届け出なければならな

い。 

２ （略） 

 

第11条～第145条 （略） 

 

別表（第113条の２関係） （略） 

第３条～第130条 （略） 

 

別表（第128条関係） （略） 

 


